
  

 

                 

 

■平成２９年１月２０日に事業計画変更の告示を行いました。（千葉県告示第八十一号） 

 

【事業計画とは】 

事業計画とは、土地区画整理法に基づき、事業を行う上で定めなければならないとされて

いる計画です。 

 

【変更内容】 

全体事業費の増額：約２９８億円（現計画）         約３０６億円（変更後） 

                      約８億円の増額 

【変更理由】 

事業の進捗に伴う精査により、資金計画の変更を行いました。 

なお、増額となった事業費に対しては、国庫補助金を導入することとしており、減歩率の変

更等地権者皆様への新たな負担は生じません。 
※ 今回の整備予定図については、現段階での予定であり、今後の事業展開、土地使用等の状況、関係機関との

協議により変更される場合があります。 

 向春の候、地権者の皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

流山区画整理事務所長の飯髙貞男でございます。 

木地区の皆様には平素より本事業の推進に多大なご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し 

上げます。 

 

おかげさまで、本地区の整備も大分進み、新たにお住まいの方も増え、沿道に立ち並ぶ  

店舗にも多くの人の姿が見うけられるなど、街が益々賑やかになってきました。 

 

さて、平成２８年度は、都市計画道路流山上貝塚線（県道松戸野田線）と１２ｍ道路の   

交差点部の完成を主な目標に整備を進めてまいり、４月には供用開始の運びとなります。 

また、４月１日からは流山市により、地区西側にグリーンバスの新規路線の運行が予定    

されており、利便性も向上するものと思われます。 

今後の整備につきましては、地区外側の区画道路の整備と併せ、宅地造成及び      

インフラ工事を行うなど地区の概成を図ってまいります。 

 

今後とも職員一同、一層の事業推進に努めてまいりますので、引き続き皆様のご理解   

ご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

流山区画整理事務所 

所長 飯髙 貞男 所 長 挨 拶 

事業計画変更について

流山都市計画事業 木地区一体型特定土地区画整理事業 

平成２８年度整備の進捗状況について 

都市計画道路流山上貝塚線（県道松戸野田線）の車道部がほぼ完成し、歩道部及び１２ｍ道路の  

整備を進めており、交差点部（下図楕円部）については、平成２９年４月に供用開始予定です。 


